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 医療費の支払いが年間で一定の金額を超える場合、医療費控除で所得税が軽減されます。本稿では

所得税額の計算方法と医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)の概要を説明します。理解を

深めて制度を上手に活用しましょう。 

 

1――所得税の計算方法 

1｜医療費控除で課税所得が減少し、所得税が軽減 

医療費控除で所得税が軽減されるしくみは、所得税額の計算方法から理解できます。まず、所得税は課

税所得に税率を掛けた額から税額控除額1を引いて算出されます（式 1）。このうち、課税所得は、所得から非

課税の手当と所得控除を差し引いた額になります（式 2）。 

  式 1  所得税＝課税所得×税率－税額控除 

  式 2  課税所得＝所得－非課税の手当－所得控除 

ここで、所得とは、収入から経費を差し引いたものです（式 3）。会社勤めの方の収入は、税金や保険料が

差し引かれる前の給与、一般的に年収と呼ばれるもので、源泉徴収票に載っている支払金額です。給与で

の収入に対する経費に相当する金額は、給与所得控除額として定められています2。そのため、会社勤めの

方で収入が給与のみの方の所得は「収入－定められた給与所得控除額」になります（式 4）。 

式 3  所得 = 収入－経費  

式 4  給与所得のみの場合の所得 = 収入 －給与所得控除額 

                                                
1 所得控除が課税所得を小さくすることで所得税を減らすのに対して、税額控除は課税所得に税率を掛けた後の所得税額から直接

差し引くものです。税額控除の主なものには配当控除、住宅借入金等特別控除があります。国税庁「税額控除」参照。

(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm, 2018/11/27アクセス) 
2  給与所得控除額（引用：国税庁「給与所得控除」https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm、2018/11/27アクセス） 

給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額 

180万円以下 収入金額×40％ (650,000円に満たない場合には 650,000円) 

180万円を超え、360万円以下 収入金額×30％+180,000円 

360万円を超え、660万円以下 収入金額×20％+540,000円 

660万円を超え、1,000万円以下 収入金額×10％+1,200,000円 

1,000万円超 2,200,000円(上限) 
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そして、課税所得を計算する際に所得から差し引かれるのが、非課税の手当3 と所得控除です。医療費控

除は、この所得控除の一つです。そのために、医療費控除があると所得控除が増えて課税所得が小さくなり、

それによって所得税が小さくなるのです4。 

表 1. 所得控除の種類 

名称 概要 

基礎控除 一律に適用 38万円 

雑損控除 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合 

医療費控除 自己又は自己と生計を一にする者の医療費が一定を超える場合 

社会保険料控除 自己又は自己と生計を一にする者の社会保険料を払った場合 

小規模企業共済等掛金控除 納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合 

生命保険料控除 納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合 

地震保険料控除 納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合 

寄付金控除 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合 

障害者控除 納税者自身、同一生計配偶者、又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合 

寡婦（寡夫）控除 納税者自身が寡婦（寡夫）であるとき 

勤労学生控除 納税者自身が勤労学生であるとき 

扶養控除 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合 

配偶者控除 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合 

配偶者特別控除 配偶者控除の適用が受けられなくても、配偶者の所得金額に応じ、控除が受けられる場合 

（国税庁「所得金額から差し引かれる金額（所得控除）」をもとに筆者作成 5） 

 

2｜所得税の税率 

課税所得に掛けられる税率は表 2のように定められています。課税所得の額に応じて、課税所得に掛けた

税率から、さらに控除額を引いた額が式 1の「課税所得×税率」にあたる額になります。たとえば、仮に、課税

所得が 600万円の人は、772,500円 (6,000,000円×20%－427,500円) が「課税所得×税率」になります。

このため、医療費控除の金額が同じでも税率が高い人（すなわち課税所得が高い人）の方が医療費控除で

軽減される所得税の金額が大きくなります。 

表 2. 所得税の税率 

課税所得 税率 控除額 

195万円以下 5% 0円 

195万円を超え、 330万円以下 10% 97,500円 

330万円を超え、 695万円以下 20% 427,500円 

695万円を超え、 900万円以下 23% 636,000円 

900万円を超え、1,800万円以下 33% 1,536,000円 

1,800万円を超え、4,000万円以下 40% 2,796,000円 

4,000万円超 45% 4,796,000円 

（引用：国税庁「所得税の税率」6） 

                                                
3 手当は原則課税所得ですが、通勤手当や仕事上の都合での転勤費用などが例外的に非課税の手当になります。決められた

限度内での非課税の扱いになりますので、詳細は税務署等でご確認ください。 
4 医療費控除があると、所得税のみでなく住民税も軽減されます。所得税の確定申告で医療費控除の申請を行った場合、住

民税の計算にも控除が反映されますので、通常追加で住民税の医療費控除をうけるための手続きは必要ありません 
5 国税庁「所得金額から差し引かれる金額（所得控除）」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm （2018/11/27アクセス） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
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2――医療費控除について 

 ここまで、所得税額の算出方法から、医療費控除が所得税を軽減するしくみを説明してきました。

では医療費控除の対象、金額、申請方法はそれぞれどのように定められているのでしょうか。 

1｜医療費控除の対象 

医療費控除の対象の医療費の要件は ① 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他

の親族のために支払った医療費であることと、② その年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までの間に支払

った医療費であることの 2 点です7。具体的に対象になる医療費とならない医療費の内容は、表 3のよ

うに分類できます。 

表 3. 医療費控除の対象になるものと対象にならないもの 

   【対象になるもの】 【対象にならないもの】 

病気やけがの

治療等のための 

一般的な支出 

1 病院や診療所での診療費や治療費 1 医師等への心づけ 

2 病院で処方してもらった薬代・薬局などの市販の薬代 2 ビタミン剤等、疾病予防や健康増進目的の医薬 

3 あん摩マッサージ指圧師、はり・きゅう師等の施術代  品代 

治療等のために

直接必要な 

支出 

1 治療を受ける又は、薬を得るため交通費8 1 マイカー利用の際の駐車場代やガソリン代 

2 保健師、看護師、依頼した人による療養上の世話代 2 保健師や看護師への心付けや、親族への世話代 

3 入院中の部屋代、病院から提供される食事費用 3 本人や家族の都合による差額ベッド代 

4 コルセットなどの医療用器具等の購入や賃借料 4 入院中の外食、出前費用 

5 治療を受けるために必要な義足、補聴器等の購入費 5 左記 6以外の場合の健康診断費用 

6 重大な疾患が見つかり治療した場合の健康診断費用  
 

7 日本臓器移植ネットワークの臓器移植や骨髄移植推進財

団の骨髄移植のあっせんに係る患者負担金 

 

 

9 高齢者の医療の確保に関する法律規定の特定保健指導9     

妊娠・出産に

関する支出 

1 不妊治療・人工授精費用とそのための公共交通費 1 妊娠検査薬 

2 妊娠中の定期健診、検査費用と公共交通費 2 里帰り出産のための交通費 

3 分娩費用、本人と赤ちゃんの入院費用 3 本人や赤ちゃんの予防接種代 

4 産後１ヶ月検診費用  
 

5 保健師、助産師や看護師による保健指導10     

介護に関する

支出 

1 介護保険制度下での対象の施設サービス11 1 日常生活費や特別なサービスの費用 

2 介護保険制度下での対象の居宅サービス12 2 生活援助中心型の訪問介護、通所型サービス等 

3 上記対象サービスと併せた訪問介護や通所介護費 3 認知症高齢者グループホーム 

4 上記対象サービスを受けるための交通費 4 福祉用具、介護予防福祉用具貸与 

5 認められた場合のおむつ代 13     

    (参考: 国税庁「医療費控除の対象となる医療費」他14) 

                                                                                                                                                            
6 国税庁「所得税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm（2018/11/27アクセス）  
7 国税庁「医療費を支払ったとき（医療費控除）」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm  

(2018/12/17 アクセス) 
8 原則公共交通機関、やむを得ない場合のみタクシー可。患者を一人で通院させることが危険な場合は、付添人も対象。 
9 一定の積極的支援のみ。詳細以下参照: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000340408.pdf(2018/12/3 アクセス) 
10 例) 乳腺炎などの異常があるときの母乳マッサージ等 
11 指定介護老人福祉施設（特別擁護老人ホーム）のサービスの対価として支払った額の 2 分の 1、介護老人保健施設、指定

介護療養型医療施設（療養型病床群等）介護老人保健施設、介護医療院で受けた施設サービスの対価として支払った額 
12 訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護等で療養上の世話に相当する金額 
13 約 6 か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合で、おむつを使う必要があると認められるときで、医師が発行した

「おむつ使用証明書」が必要。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000340408.pdf
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2｜医療費控除の金額 

 医療費控除額は、実際に支払った対象の医療費から、保険金などの補填額（生命保険や損害保険の

保険金で支払われた額や、出産育児一時金など）と、10万円か総所得金額の 5％の少ない方を引いて

算出されます（式 5）。医療費控除額の上限は 200万円です15。 

式 5  医療費控除額 ＝ 支払った医療費 － 補填額 －10 万円か総所得金額の 5%の少ない方 

 所得税の計算方法から分かるとおり、医療費控除額が所得税の軽減額ではありません。医療費控除

額に所得税の税率を掛けた額が医療費控除額によって減税される額になります。たとえば、所得金額

が 500万円の人で、25万円の対象の医療費があり、生命保険などの補填が無い場合、医療費控除額は、

15 万円になります (25万円 －10 万円)。これに、所得税の税率の 20%を掛けた額である 3万円が所得

税から減額されることになります16。 

3｜医療費控除の申請方法 

会社勤めの多くの方の所得税は、給料から天引きされ会社が代わりに納付しており（源泉徴収）、所

得控除を申請する機会には、年末調整と確定申告があります。生命保険料や社会保険料の控除は、年

末調整で勤務先を通して調整することができますが、医療費控除は確定申告（還付申告）を行う必要

があります。通常の確定申告は、翌年の 2 月中旬～3 月中旬の間に行う必要がありますが、医療費控

除のような還付申告は、翌年の 1月から 5 年以内の間に手続きできます。申告の際に必要な書類は以

下の表 4に記載の通りで、通常自分が住んでいる場所の管轄の税務署に申告の手続きを行います。 

表 4. 医療費控除の還付申告の際の必要書類 

1. 勤務先からもらう源泉徴収票 

・ 通常 12月頃に勤務先で配布されます。無くした場合は勤務先に再発行の手続きを依頼できます。 

2. 医療費の領収書やレシート（医療費控除の明細書作成に使用、提出は不要） 

・ 自分で支払いの都度取っておく必要があります。医療費控除の明細書の作成に使用します。実際に提出は不要です。17 

・ 健康保険組合から送られてくる「医療費通知」18 添付の場合は、詳細内容の記載や、領収書の保管は不要になります。 

3. 医療費控除の明細書 

・ 税務署で手に入れることができます。税務署のウェブサイトからダウンロードすることもできます。2 を元に書き入れましょう。 

4. 確定申告書 

・ １や 3を使って記載してください。19 マイナンバーカード等本人確認書類の写しと還付を受ける銀行口座の情報が必要になります。 

（参考:「平成 29 年度分所得税及び復興所得税の確定申告の手引き」20・国税庁「医療費控除に関する手続について(Q&A)」21) 

                                                                                                                                                            
14 出典 1：国税庁「医療費控除の対象となる医療費」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm  

(2018/12/3 アクセス) 

出典 2: 国税庁「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm 

(2018/12/3 アクセス) 

出典 3: 国税庁「 医療費控除の対象となる入院費用の具体例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm 

(2018/12/3 アクセス) 
15 国税庁「医療費を支払ったとき（医療費控除）」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm  

(2018/12/17 アクセス) 
16 住宅ローン控除を受けているなどして、納税額が控除額より少なくなる場合は、納税額以上には還付はされません。 
17 提出は不要ですが、自宅で 5 年間は保管しておく必要があります。 
18 医療費のお知らせなどで所定の項目が記載されたものに限られます。 
19 確定申告書の記入方法は以下「確定申告特集」参照（平成 29 年度） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/yoshiki.htm(2018/12/4 アクセス) 
20 「平成 29年度分所得税及び復興所得税の確定申告の手引き」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/pdf/01.pdf

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/yoshiki.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/pdf/01.pdf


 

 

5｜               ｜ニッセイ基礎研レター 2019-01-16｜Copyright ©2019 NLI Research Institute All rights reserved 

3――セルフメディケーション税制について 

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例で、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として

一定の取組を行う個人が、平成 29 年１月１日以降に、スイッチ OTC 医薬品（要指導医薬品及び一般用医

薬品のうち、医療用から転用された医薬品）を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けるこ

とができるもの」22です。従来の医療費控除と併用はできませんが、従来の医療費控除が適用されない場合

でも、セルフメディケーション税制は適用される場合があります。また、どちらも適用可能な場合は、ど

ちらで申請した方が還付額が大きくなるのか検討して、申請するとよいでしょう。 

1｜セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件 

 セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として

一定の取組を行ったことを証明する必要があります。この一定の取組とは表 5の項目を指します。 

表 5. 健康の維持増進及び疾病予防への取組としての一定の取組 

・ 保険者（健康保険組合、市町村国保等）が実施する健康診査（人間ドック、各種健（検）診等） 

・ 市町村が健康増進事業として行う健康診査（骨粗鬆症検診、生活保護受給者等を対象とする健康診査等） 

・ 予防接種（定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種） 

・ 勤務先で実施する定期健康診断（事業主健診） 

・ 特定健康診査（いわゆるメタボ健診）又は特定保健指導 

・ 市町村が実施するがん検診 

（引用：厚生労働省「セルフメディケーション税制に関する Q&A」23） 

表 5 に挙げられた項目のうち、一つでも行っていれば、一定の取組を行ったとみなされます。申告の際

には、これらの取組を行ったことを証明する領収書や結果通知表の提出が必要です24。市町村が自治体の

予算で住民サービスとして実施する健康診査や、任意で受診した全額自己負担の健康診査は含まれません。

また、一定の取組みを行うためにかかった費用は所得控除の対象になりません 23。 

2｜セルフメディケーション税制の対象 

 セルフメディケーション税制は平成 29 年 1 月 1日から平成 33 年 12月 31日までの間の、自己又は自己

と生計を一にする者のスイッチOTC医薬品の購入代が対象です。つまり、従来の医療費控除の対象であ

る薬の購入費の中の一部の品目への特例と捉えることができます。対象品目は厚生労働省のWEBサイ

トで確認できます。一般的なかぜ薬や、胃腸薬、鼻炎薬、目薬、水虫薬など様々な医薬品が対象に含まれ

ます25。 

                                                                                                                                                            
（2018/12/4 アクセス） 
21 国税庁「医療費控除に関する手続について(Q&A)」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf  

(2018/12/4 アクセス) 
22 引用: 厚生労働省「セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html (2018/12/17 アクセス) 
23 厚生労働省「セルフメディケーション税制に関する Q&A」 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000176205.pdf (2018/12/17 アクセス) 
24 厚生労働省 〔「一定の取組」の証明方法について〕

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf (2018/12/17 アクセス) 
25 対象品目は厚生労働省の以下の WEBサイトより、「対象品目一覧」参照（2018/12/13 アクセス） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000176205.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
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3｜セルフメディケーション税制による控除金額 

 セルフメディケーション税制による医療費控除額は、対象の商品の購入費の合計から保険などで補填さ

れる金額と 1万 2千円を差し引いた額（式 6）で、最高で 8万 8千円です26。 

式 6  医療費控除額(セルフメディケーション税制)  ＝ 対象品目の購入費 － 補填額 －1万 2千円 

4｜ セルフメディケーション税制の申請方法 

 セルフメディケーション税制の申請は、通常の医療費控除の申請と同様に確定申告（還付申告）を行う

必要があります。申請に必要な書類は、通常の医療費控除の申請と同様で、医療費控除の明細書に代わり、

セルフメディケーション税制の明細書が必要です27。セルフメディケーション税制の明細書は対象品目を

購入した際の領収書やレシートを元に作成しますが、従来の医療費控除の申請時と同様に領収書やレシー

ト自体の提出は不要です。領収書やレシートは自宅で 5年間保管する必要があります。 

5｜ 医療費控除とセルフメディケーション税制 

 セルフメディケーション税制の対象品目の購入費は、従来の医療費控除の対象に含まれます。そし

て、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。そのため、どちらで申請す

るかは、セルフメディケーション税制の対象品目の購入費と、セルフメディケーション税制の対象品

目の購入費を含めた従来の医療費控除の対象額から自身で検討する必要があります。 

まず、セルフメディケーション税制対象品目の購入費が 1万 2千円以上で、従来の医療費控除の対

象金額が 10 万円以上の場合、還付額を比較するために計算が必要です。まず、従来の医療費控除は

控除額の上限が 200万円なのに対し、セルフメディケーション税制の上限は 8 万 8千円です。そのた

め、従来の医療費控除額が 8 万 8千円を超える場合は、従来の医療費控除の方が控除額が大きくなり

ます。 

一方、従来の医療費控除額が 8万 8千円以下の場合は、従来の医療費控除の対象額とそれに占める

セルフメディケーション税制の対象額の大きさから、どちらの方が還付額が大きくなるか計算できま

す。例えば、総所得金額が 200万円以上で、従来の医療費控除の対象額が 12 万円の場合を考えます。

この場合、従来の医療費控除額は 2 万円（12 万円－10 万円）です。セルフメディケーション税制の

対象額がそのうち 4万円の場合、セルフメディケーション税制を適用した場合の医療費控除額は 2万

8 千円（4 万円－1 万 2 千円）で、従来の医療費控除額より大きくなります（図 1 の上の例）。一方、

セルフメディケーション税制の対象額が 3 万円の場合は、セルフメディケーション税制を適用した場

合の医療費控除額は 1 万 8 千円（3 万円－1 万 2 千円）で、従来の医療費控除を活用した方が控除額

が大きくなります（図 1の下の例）。 

                                                
26 国税庁「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき（医療費控除の特例）【セルフメディケーション税制】」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm 
27 国税庁の下記WEBサイトよりダウンロード可能 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref2.pdf  (2018/12/17アクセス) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref2.pdf
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図 1. 医療費控除とセルフメディケーション減税の控除額の比較（本文中の例） 

 

 

 同一世帯で、夫は従来の医療費控除での申請、妻はセルフメディケーション税制による申請、と別々

に申請することも可能です。どの制度を利用して医療費控除の申請を行うかは申請者に委ねられてい

ます。自身に最適な方法で制度を活用しましょう。 
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